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健康相談
生活習慣病予防や改善、禁煙、栄養などについて保健師、
管理栄養士と相談できます。

教室・指導
問 健康づくり課 健康づくり担当

�■各種健康教室
健康づくりに関する講座を開催しています。
�■訪問指導
生活習慣病予防や健康づくりのため、保健師・管理栄養
士が訪問を必要とする人に保健指導を行います。

高齢者の予防接種
【ページID】16084� 問 健康づくり課 健康づくり担当

さむかわ健康だよりをご覧ください。
�■高齢者インフルエンザ予防接種
�■高齢者肺炎球菌予防接種

茅ヶ崎市保健所� MAP①C-5
問 保健予防課 ☎（85）1171　FAX（82）0501

精神保健相談、エイズ相談・検査等を行なっています。

健康
健康診査・検診・健康相談
【ページID】1650� 問 健康づくり課 健康づくり担当

健康診査  
�■特定健康診査　　■成人の健康診査
�■高齢者健康診査　■成人歯科健康診査
�■生活保護受給者健康診査
さむかわ健康だよりをご覧ください。

検診
�■肝炎ウイルス検診
さむかわ健康だよりをご覧ください。
�■がん検診
対象　年齢基準日は受診する年度の末日です。詳しくはさ
むかわ健康だよりをご覧ください。

胃がんリスク
検診

血液検査
（施設検診のみ）

40、45、50、55、
60、65、70歳

胃がん
バリウム検査�

40歳以上75歳未満
（集団検診）
40歳以上（施設検診）

内視鏡�
（施設検診のみ） 50歳以上偶数歳

大腸がん 便潜血反応検査 40歳以上
肺がん 胸部X線撮影 40歳以上

乳がん
マンモグラフィー
のみか視触診併用
マンモグラフィー

40歳以上の偶数歳と
41歳の女性

子宮がん
頸
けい
部
ぶ 20歳以上の偶数歳と

21歳の女性

頸
けい
部
ぶ
および体部

（施設検診のみ）
20歳以上の偶数歳の
女性

1

がん検診… …………………………………………………………………………… 2

大人の健康診査
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※年度とは、4月1日から翌年3月31日までです。

お問い合わせやお申し込みは担当課まで

・日程等が変更になる場合がありますので、「広報さむかわ」等でご確認ください

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止や延期となる場合があります

・検診等の際はマスクの着用をお願いいたします

発行：寒川町健康づくり課　〒253-0196  寒川町宮山 165

TEL：0467-74-1111（代表）   FAX：0467-74-9141

健康管理センター
〒253-0106　 寒川町宮山 401

町ホームページ　 　町LINEアカウント

【ページ ID】の使い方
一部記事に掲載しているページ ID は、町ホー

ムページにある検索窓に入力することで、記

事の内容を詳しく調べることができます。
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住みよい環境を守り育てるまちづくり
【ページID】2232	 問 環境課 環境保全担当

町の住みよい環境を守り育てていくために、町民の皆さ
んや事業者と町が協力して地域の環境美化や生活環境の向
上に取り組んでいます。町では、公共の場所などにおいて
環境美化活動を行なっている団体等にごみ袋を配布したり、
ごみを回収したりしています。
	■禁止行為
次の行為は条例で禁止されています。
● ポイ捨て（20,000円以下の罰金）
● 公共の場所等での落書き（50,000円以下の罰金）
● 犬のふんの放置（20,000円以下の罰金）
● 猫のふんの放置（20,000円以下の罰金）
● 午後10時～午前6時に花火をすること

野焼きの禁止
【ページID】16334	 問 環境課 環境保全担当

野焼きは、廃棄物の処理および清掃に関する法律や県生
活環境の保全等に関する条例で一部を除き禁止されている
ため、違反した場合は罰せられる場合があります。

臭気などで迷惑を掛けたり、火災の原因となったりする
だけでなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生します。

また構造基準を満たしてない焼却炉は使用できません
ので、家庭から出る落ち葉や紙などは、ごみの分別収集に
出してください。
※ 例外的に禁止されていない農作業に伴う野焼きでも周囲

に影響がないようにしなくてはなりません。

私たちの生活と水環境
問 環境課 環境保全担当

川の汚れの原因は、事業所や工場からの排水、家庭から
の生活排水です。

きれいな川、水を守るため、次のことに注意しましょう。
●調理くずや油は流さないようにする
●台所、洗濯、風呂掃除などには石けんなどの分解性の

高い洗剤を使用するとともに使いすぎに注意する
●単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する

対象　町内に生息する飼い主のいない猫を減らすことを目
的に活動し、飼い主のいない猫を適正管理することができ
る2人以上のグループ
町が行う支援内容

●飼い主のいない猫の避妊手術または去勢手術を希望
する人からの相談受付

●飼い主のいない猫の避妊手術または去勢手術支援の
申請受付および書類経由

●支援対象猫の受入
●手術後の猫の返還

犬や猫が飼えなくなったら
茅ヶ崎市保健所衛生課☎（38）3317にお問い合わせく

ださい。

スズメバチの巣の撤去
【ページID】2202	 問 環境課 環境保全担当

スズメバチに刺されると生命に
かかわる場合があるため、町では巣
の撤去を行なっています。スズメバ
チの巣は、球（ボール）のような丸い
形、きれいな縞模様、出入り口が1
カ所というのが特徴で、樹木の枝、
地面の空洞、軒下など雨風をしのげる場所に作られます。
※ スズメバチの巣の場所がわからない場合は、撤去できま

せん。
※ それ以外の蜂の巣についてはペストコントロール協会

 0120（06）4643（固定電話から）
 または☎045（681）8585（携帯電話から）へご相談くだ
さい。

特定外来生物アライグマ捕獲協力のお願い
【ページID】11049	 問 環境課 環境保全担当

近年、町内でもアライグマが増加
し、生活被害だけでなく生態系への
被害も報告されています。アライグ
マを目撃したり被害にあったりした
ら捕獲檻を貸し出しますので、町へ
報告してください。

また町では捕獲にご協力いただける人を募集していま
す。ぜひご連絡ください。

暮
ら
し
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身元保証人、家の売却、引越しも

●湘南オフィス
●藤沢オフィス　藤沢市藤沢484－1 藤沢アンバービル4F

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
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【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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ふれあい塾
【ページID】863	 問 学び推進課 青少年育成担当

町では放課後に安全な児童の遊び場、体験の場として、
町内各小学校体育館でふれあい塾を開いています。

授業終了後、一度帰宅してからの参加になります。  
登録方法  申請書に保護者が必要事項を記入後、担任の先

生か体育館にいるふれあい塾指導員に提出
開 放 日  学校が開校している月曜日、水曜日、金曜日 

※給食がない日や学校行事等がある場合は休み
時 間  4月～9月   午後3時30分～午後5時  

 10月～3月 午後3時30分～午後4時30分
持 ち 物   体育館履き、タオル、水筒 

※ゲーム機等、食べ物は持ち込み禁止

学校開放
【ページID】1224	 問 教育施設給食課 教育施設担当

学校の体育館やグラウンドを利用することができま    
す。詳しくは、P73または担当課へお問い合わせください。
対象施設　町内5小学校の体育館・グラウンド、町内3中学
校の体育館、寒川中学校・旭が丘中学校夜間照明施設、南
小学校ふれあいホール

教育文化施設
町民センター　要予約	
【ページID】262	 　問 ☎（74）2333 FAX（75）2239

住 所	 宮山165 MAP②B-2
時 間 午前9時～午後9時30分
休 館 日 第3月曜日、年末年始
予 約 公共施設利用予約システムでの予約可
使用方法
町内の人が使用する場合

部屋は3カ月前の1日から1週間前までに窓口または寒
川町公共施設利用予約システムで申請してください。ホー
ルは12カ月前の1日から2週間前までに窓口で申請してく
ださい。
町外の人が使用する場合

部屋は2カ月前の1日から2週間
前までに窓口または寒川町公共施
設利用予約システムで申請してく
ださい。ホールは11カ月前の1日
から2週間前までに窓口で申請し
てください。

生涯学習
生涯学習
【ページID】15799	 問 学び推進課 文化・生涯学習担当

「生涯学習」とは、一人ひとりが個性や能力を発揮し、生
きがいのある充実した生活を送るために生涯を通じて行う
学習をいいます。その範囲は、家庭教育、学校教育、社会
教育、職場での学習から、スポーツ活動、文化活動、趣味・
レクリエーション活動、ボランティア活動などまで幅広く、
さまざまな分野にまたがります。

さむかわ町民大学
町が開催する講座、教室、講演会など身近な地域で取り

組める学習機会を提供します。講座は、「広報さむかわ」や
「さむかわ生涯学習総合案内」などでお知らせします。

さむかわゆうゆう学園
公民館などが土・日曜日を中心に開催する子ども向け事

業に参加してスタンプを10個集めると、修了証がもらえ
ます。対象の事業は「広報さむかわ」や子ども向け情報紙「す
きっぷ」をご覧ください。

さむかわ出前講座
町民グループの依頼に応じて、学習会等に町職員を講師

として派遣（出前）するシステムです。
寒川の歴史百科、介護保険セミナー、健康体操、防災の

はなしなど講師派遣を希望する学習メニュー、期日等を決
め、開催希望日の4週間前までに学び推進課へ申請用紙を
提出してください。

生涯学習人材登録制度「ステップ・アップ」
知識や技能を持ち、地域での生涯学習活動に理解と意欲

があり、講義、実技指導、補助等ができる人や団体（資格
の有・無、有償・無償、町内・町外在住者などは問いません）
を登録し、学習機会を求めている人に紹介するための制度
です。

青少年関係団体
【ページID】15327	 問 学び推進課 青少年育成担当

	■寒川町青少年指導員連絡協議会
青少年団体の指導、助言、子ども会事業への派遣などを

行なっています。
	■寒川町ジュニア・リーダーズクラブ
中学生を中心としたボランティアグループです。青少年

関係団体や地域社会の活動に協力しています。

生涯学習・スポーツ

生
涯
学
習
・
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生活支援・地域福祉の推進
生活保護
【ページID】1898	 問 平塚保健福祉事務所茅ケ崎支所

☎（85）1173 福祉課 総務担当

最低限度の生活とその自立を支援するため、国が生活困
窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。

民生委員児童委員
【ページID】4662	 問 福祉課 総務担当

地域と行政のパイプ役であり、地域福祉の担い手である
民生委員児童委員が相談に応じます。高齢者、障がい者、
子育て中の人、生活に困窮している人などで福祉的な支援
を必要とするときはご相談ください。

町社会福祉協議会	 MAP②B-1
宮山401（ 健康管理センター1階） 問 ☎（74）7621 FAX（74）5716

町社会福祉協議会は、社会福祉法に基づいて地域福祉を
推進する団体として、誰もが安心していきいきと暮らせる
「思いやりのある福祉のまちづくり」を推進するために、地
域の皆さんやボランティアおよび関係機関の協力を得なが
ら、福祉活動を展開し、各種事業を実施しています。

相談支援
【ページID】2558、12545	 問 福祉課 障がい福祉担当

相談支援事業者
日常生活に関することや障害福祉サービスの利用につ
いて、障がいのある人やその保護者からの相談に応じます。

名称 住所 電話 地図
生活相談室
すまいる

岡田1-9-1
司ビル107

☎（72）0175 ②C-4

町障がい者
相談支援事業所
ゆいっと

倉見623-2 ☎（39）5537 ③B-5

町障がい者
基幹相談支援
センター

倉見623-2 ☎（39）5591 ③B-5

緊急通報システム
問 福祉課 障がい福祉担当

病気になったとき、災害が発生したときなどに迅速な救
援を求められる緊急通報システムを貸与します。
対象　在宅・ひとり暮らしの重度障害者であって日常生活
において注意を要する状態の人
費用　設置費5,000円（税抜）、通報するための通話料金

SOSネットワーク
【ページID】2560	 問 福祉課 障がい福祉担当

行方不明時に捜索するためのネットワークです。
対象　65歳未満の障がいのある人であって行方不明にな
る可能性のある人

社会福祉協議会
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